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〔開会 午前 ９時５９分〕 

議長（中垣克朗議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより会

議に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号によりとり進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１６

番、真井紀夫議員、１番、北村道生議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第２３号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について」から、日程第８、議案第２９号「紀北広域連合規約の変更に関す

る協議について」までの、計７議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました７議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提案

理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 初めに、３月１１日に発生した東日本大震災によりお亡くなり

になられた方々に心から哀悼の意を表すとともに、被災された皆様に心からお見

舞いを申し上げます。 

 また、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 今回、未曾有の大被害となった東日本大震災から、この１１日で３カ月を経過

しようとしていますが、被災地では、行方不明者の捜索、瓦れきの撤去作業と、

復旧・復興の光はまだまだ先の見えない状況であり、また家屋の倒壊などにより、

今現在も１０万人を超える方々が不自由な避難所生活を余儀なくされております。 

 本市におきましては、三重県からの要請に基づき、去る５月２日から６日まで

保健師１名を岩手県陸前高田市へ、５月３１日から６月４日まで総合病院の医師

を初めとする医療班４名を岩手県陸前高田市へ、５月２４日から６月３０日まで

の３８日間、宮城県多賀城市へ本市職員３名体制の６班編成で避難所の支援業務

に現在派遣しているところであります。 



－３１－ 

 今後も被災地や三重県から支援要請があった場合、できる限り引き続いて支援

していくことが復旧・復興の一助になるものと考えております。 

 次に、水産振興についてであります。 

 経済状況が厳しい中、本市におきましては、尾鷲らしさや元気を取り戻すため

に、「魅力ある魚のまちづくり」に取り組んでいるところであります。 

 魚を供給する拠点の役割を担っているのが各地区の漁業協同組合でありますが、

近年、組合員や員内漁船等の減少等に伴い、水産物の水揚げは減少し、漁協の運

営も厳しさを増してきております。 

 このような状況の中、国、県において、漁協の経営基盤の強化を図るために、

漁協合併を推進しており、平成２２年２月に市内５漁協が参加して、三重外湾漁

業協同組合が設立されました。 

 三重圏域においては、１県１漁協への方向性が示されていることから、尾鷲漁

協を初めとする近隣地域の６漁協においても、合併推進を図る目的で東紀州漁協

合併推進協議会を設立し、協議を重ねてまいりました。協議の中で３漁協が参加

を取りやめるなどの経過もありましたが、尾鷲、行野浦、早田漁協が参加しての

合併が合意されたところであります。 

 このことから、去る５月１１日に尾鷲漁業協同組合設立委員会を設立し、翌日

に合併契約書の調印式をとり行うとともに、着々と準備を進めているところであ

ります。 

 本市におきましては、新たな合併漁協の安定的な経営を図るため、一部借入金

に対する利子補給など、支援を行ってまいりたいと考えております。 

 一方、水産業の６次産業化等を通じた産地の水産業強化を図るため、尾鷲港の

魚市場関係者により、水産関連産業の安定的な経営や施設整備計画の策定を目的

に、去る３月２９日に三重県尾鷲市尾鷲港産地協議会を設立し、今後の事業展開

の検討を始めています。 

 本協議会では、漁業者等の所得につなげる地先資源の利活用を初め、水産物の

付加価値向上、員外船の誘致活動、既存施設の利活用を検討するとともに、市場

の施設整備の計画等についても、協議を重ねていくこととしております。 

 本市におきましては、おわせ元気・満足度アップ事業や産地水産業強化支援事

業を通して、合併漁協の安定的な経営につなげる、これらの取り組みについても

支援を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、林業振興についてであります。 
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 安定したし有林経営を図るためには、木材流通による林業の活性化と同時に、

林齢構成を平準化することが必要であります。 

 現在の伐期齢を迎えた高齢林に偏った構成を調整するため、来年度以降、市有

林の主伐事業を計画しておりますが、これに先立ちまして、安定した収入の確保

を目指して、現在、口窄地区において試験伐を実施しており、近隣の木材市場３

カ所への出荷による価格調査を行う予定であります。 

 また、今回の試験伐では、枝をつけたままの伐倒木を集める全木集材という手

法を採用しており、山に残る枝葉を極力減らし、地ごしらえの費用を軽減させる

とともに、木材のカスケード利用に取り組む試みを行っております。 

 林業基盤整備につきましては、昨年度からの繰り越し事業である林道主ヶ谷線

の舗装工事を行っており、８月上旬に完成する予定であります。 

 次に、商工観光振興についてであります。 

 まず、ことしで３回目を迎えた尾鷲まるごとヤーヤ便についてでありますが、

昨年は９３９件の申し込みをいただき、年４会、延べ３,７００箱余りのヤーヤ

便を全国の皆さんにお届けいたしました。 

 本年度も４月２２日から新しいカタログを配布するとともに、申し込み受付を

開始しております。 

 新しい商品も加えつつ、新鮮なお刺身やなべ物セット、あぶりや干物などの水

産物から漬け物、地元銘菓まで、尾鷲をまるごと味わっていただける内容となっ

ており、また、尾鷲のしゅんの話題や、元気な人を紹介し、ご好評いただいてい

る地域情報通信「尾鷲がんばりょる新聞」も各便に同封してお届けいたします。 

 さらに、３月に発生した東日本大震災の被災地支援の一つとして、尾鷲観光物

産協会が取り組んでいる「被災地の子供たちに尾鷲ヒノキの積み木を送ろう」と

いう支援活動にも連携し、ヤーヤ便の売り上げの一部を協賛することとしており

ます。 

 ６月２７日の締め切りに向けて、尾鷲商工会議所、尾鷲観光物産協会と連携し

て、ＰＲに努めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

 次に、「尾鷲よいとこ定食の店」についてであります。 

 職による魅力あるさかなのまちづくりの一環として、尾鷲の魚がおいしく食べ

られる店を市内１４店舗の協力により、小冊子「尾鷲よいとこ定食の店」に取り

まとめました。また、マイ箸事業と連携した取り組みとして、「尾鷲よいとこ定

食の店」でのスタンプラリーの景品に尾鷲ヒノキのマイ箸を取り入れ、相乗的な
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反響も呼んでおります。 

 今後につきましても、これらの取り組みを進化させ、集客力の強化と消費拡大

に努めてまいりますので、市民の皆様にご賛同いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 次に、「おわせ港まつり」は、例年多くの市民や帰省客等を中心に花火大会な

どのアトラクションを楽しんでいただいており、先日開催されたおわせ港まつり

実行委員会におきまして、ことしも「我がらの花火、我がらであげよう」をキャ

ッチフレーズとして、８月第１土曜日の６日に開催が決定されたところでありま

す。 

 イベント内容については、今後の状況に応じて検討が行われることになってお

りますが、市民の皆さんにも清掃ボランティアへの参加、また協賛金のお願いな

ど、市民の皆さんと一体となったイベントとして盛り上げてまいりたいと考えて

おりますので、この趣旨をご理解いただき、何とぞご協力をよろしくお願いいた

します。 

 次に、地域医療についてであります。 

 尾鷲総合病院は、３６５日２４時間体制を維持するため、さまざまな取り組み

を行っておりますが、県下の他の病院と同様に、医師不足が続いております。 

 このような状況の中、三重大学医学部におかれましては、本病院に多くの医師

を派遣していただいており、また、山田赤十字病院におかれましても、限られた

医師の中から、バディ医師や研修医を派遣していただき、感謝しているところで

あります。今後も引き続き、医師確保に向け強くご協力とご支援をお願いしてま

いります。 

 医師の確保に向けた取り組みには、市民の皆様を初めとして、多くの方々のご

協力をいただいており、その結果として、４月から着任していただいた眼科医師

に続き、今月１日から地元出身の内科医師が着任いたしました。 

 尾鷲総合病院は、市民の皆様に支えられている病院であることから、今後も医

師確保など、本病院を維持していくため、市民の皆様のご協力とご支援をお願い

いたします。 

 次に、防災対策についてであります。 

 昨年度、三重県と三重大学の協働で開催された「みえ防災コーディネーター育

成講座」では、自主防災会などの住民の方々を中心に、２３名の方が認定され、

本市の認定者は計２５名を数えることになりました。 
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 ５月２８日には、このコーディネーターの方を中心に、自治会連合会や福祉施

設などの各関係機関、計２９名の参加のもと、「学校が避難所になったとき」と

題した講座が開催され、活発な意見交換が行われました。このことは、まさしく

将来を見据えた大災害時に備えるもので、民間の方々のこのような取り組みを非

情に快く思うとともに、この活動が広く浸透していくことを願うものであります。 

 今回の、東日本大震災では、想定外と言われるほどの津波による惨状を目の当

たりにしました。このことから、本市の避難行動計画も見直しが迫られているも

のと認識しております。 

 尾鷲市防災マップに想定として示されています津波浸水域の見直しは、今後内

閣府の中央防災会議で今回の大震災の検証がされ、想定の見直しが検討されると

のことから、その結果を受け、専門家も交え早急な見直しを図ってまいります。 

 現在、早急に取り組むべき課題は、住民の皆様の主体的な避難路及び避難場所

の再確認・検証であります。この結果、得られた改善策について、行政がすべき

ものは積極的に進め、迅速な避難行動が得られるよう対処してまいります。この

ことは、さきの自主防災連絡協議会の総会においても、本年度の重点目標に定め

たものであります。 

 避難訓練の一環として、今月２８日、消防庁・気象庁主催による全国瞬時警報

システムを通じた緊急地震速報による訓練を実施いたします。当日は、市内全域

の防災行政無線、戸別受信機にて緊急地震速報を一斉放送し、その放送音を確認

していただくとともに、その際、身を守る行動について訓練をしていただきます。 

 また、小・中学校や保育園、各事業所、自主防災会などを対象に、避難訓練を

実施していただく中で、避難路などの確認・検証もお願いしているところであり

ます。 

 次に、夏の出水期を前に、本年度も国土交通省の主催による土砂災害総合訓練

を今月１２日に古江地区において実施いたします。 

 これは昨年度１年間を通して実施しました住民主導型避難体制確立事業におい

て、災害時要援護者支援・古江地区における土砂災害緊急避難要領の検証を行う

もので、行政は情報の配信・収集を担当し、古江地区住民、消防団が主体的とな

った避難訓練を実践的に実施いたします。 

 この取り組みは、一人で避難することが困難な方を支援するため、防災隣組を

結成するなどして、各方面から高い評価を得ております。 

 今回、避難訓練を実施・検証する中で、そこから得られた問題点など、随時見
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直しを図っていくものであり、地区住民の皆様一人でも多くの参加と、この取り

組みを各地域へも普及させるためにも、他の自主防災会の方々には、ぜひとも見

学をお願いするものであります。 

 今回の東日本大震災、特に津波災害については、本市としても学ぶべきところ

が多くあると思われます。これまでも、「津波は、逃げるが勝ち！」との本市の

スローガンのもと、啓発活動を行っておりますが、まだまだ避難意識の向上は図

れていないのが現実であります。 

 今後、より一層の取り組みを図るため、防災対策全般に高度な専門知識と経験

を有する専門家を本市の防災危機管理アドバイザーとして就任いただき、防災対

策全般に指導や助言、また各種事例や情報の提供を受け、本市が実施する防災対

策の効果を最大限に高めてまいります。 

 アドバイザーにつきましては、群馬大学大学院・片田教授にお願いする予定で

あります。 

 片田教授は、避難行動が最善の防災対策であり、住民が主体的な行動を基礎と

する防災戦略を掲げており、本市の防災理念と合致していることから適任である

と考え、アドバイザーへの就任をお願いするものであります。 

 あわせて、岩手県釜石市の「釜石市津波防災教育のための手引き」を参考に、

尾鷲市内の小・中学校で活用することを目的とした津波防災教育カリキュラム、

さらに、これに基づいた具体的な事業計画を取りまとめた「津波防災教育のため

の手引き」を作成する予定であります。 

 また、保護者や地域住民にも参加してもらうことを前提とした避難訓練や、防

災マップづくりをカリキュラムに取り込み、学校から家庭、学校から地域へと防

災教育効果を波及させていくといった仕組みづくりを行う予定であります。 

 次に、交通体系についてであります。 

 ふれあいバスの実証運行は、開始から３年目を迎え、市民の移動手段として定

着しつつあります。 

 利用者のさらなる利便性の向上を図るため、昨年に市内１３カ所における市政

懇談会や、１,０００人を対象としたアンケート調査を実施し、いただいたご意

見を十分考慮し、本年７月に路線及びダイヤの改正を実施いたします。 

 改正の内容につきましては、乗降者の極めて少ない路線を乗降者の多い路線に

振りかえ、利用者のニーズによりこたえるとともに、わかりやすい路線への簡素

化、鉄道や他のバス路線との連絡強化を図るものであります。 
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 実施に当たりましては、「広報おわせ」の今月号に路線や時刻表等を掲載した

尾鷲市公共交通のご案内を折り込み、配布させていただいたところであります。 

 来年度以降の本格運行に向けて、より一層、効率的かつ持続可能な市民に親し

まれるふれあいバスを構築し、本市における公共交通の維持・確保を図ってまい

ります。 

 次に、道の駅についてであります。 

 近畿自動車道紀勢線や熊野尾鷲道路の整備が進み、平成２５年には尾鷲北・尾

鷲南の各インターの供用が開始される予定であり、高速道路の延伸により、県内

外のアクセスの利便性が向上し、本市への流入人口が増加することが予想されま

す。 

 このことから、地域内外の方々が気軽に利用できる交流の場の創出と、熊野古

道などの観光資源を生かした観光交流や、特産品の販売拡大など、地域経済の活

性化を目指した道の駅の設置に向けて、尾鷲市道の駅設置検討会議を設置いたし

ました。 

 この会議は、市議会、三重県、商工会議所をはじめ、農業・林業・水産商工関

係者、地域活性化関係者の参加を得て、委員２３名で構成し、道の駅の共通コン

セプトである休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能について、尾鷲市ではど

うあるべきかを検討してまいります。 

 具体的には、まず、道の駅の設置目的を明確化し、立地の選定、施設の規模と

機能、運営組織のあり方、財源の確保、情報発信機能などを検討し、本年１０月

までに全体の取りまとめを行ってまいります。 

 次に、第６次尾鷲市総合計画についてであります。 

 第６次尾鷲市総合計画は、公開と参加を基本とし、多くの市民の皆様にご参加

をいただき、審議会及び６部会で構成する市民会議をそれぞれ立ち上げ、昨年８

月１６日に尾鷲市総合計画審議会に第６次尾鷲市総合計画（案）を諮問し、四日

市大学総合政策学部の岩崎教授による指導・助言をいただきながら、審議会では

基本構想を、市民会議では基本計画を議論していただいております。 

 ５月２５日には、市民会議において基本計画（案）が策定され、今月３日の審

議会では、これまで議論いただいた基本構想（案）の確認と、市民会議で策定さ

れた基本計画（案）のご説明を行い、審議会において最終案の取りまとめに向け

て議論をいただくことになっております。 

 今後、パブリックコメントを実施し、その意見を踏まえ、１１月を目途に審議
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会から第６次尾鷲市総合計画（案）の答申をいただく予定であります。 

 続きまして、今回提案しております議案第２３号「尾鷲市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正について」から、議案第２９号「紀北広域連合規約の変更

に関する協議について」までの７議案についてご説明いたします。 

 まず、議案第２３号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する

法律により、地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴う

一部改正であります。 

 次に、議案第２４号「尾鷲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部改正について」につきましては、障害者自立支援法への移行

に伴う一部改正であります。 

 次に、議案第２５号「尾鷲市土地開発基金条例の廃止について」につきまして

は、平成３年度に公用等に供する土地を先行取得し、事業の円滑な執行を図るこ

とを目的に設置され、街路事業に伴う代替用地の購入や、街路整備事業に活用し

てまいりました。 

 しかしながら、代替地の残地につきましては、長期間未利用であり、緊急に公

用等に供する土地の購入計画もないことから、行財政改革の一環として、土地を

普通財産として売却を進め、現金を公共施設等基金に繰り入れ、尾鷲市土地開発

基金を廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第２６号「平成２３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１号）の議決

について」及び議案第２７号「平成２３年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１

号）の議決について」の２議案についてご説明いたします。 

 今回の補正予算は、３月１１日に発生した東日本大震災を踏まえ、本市の防災

対策として早急に対応する必要がある防犯灯整備、各地域の標高調査、非常時要

備品整備及び小・中学校における防災教育カリキュラムの作成などの事業並びに

住民基本台帳法の一部改正に伴う住民基本台帳システム改修事業が主なものであ

ります。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第１号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で１

億８,７４８万９,０００円、病院事業会計で２００万円をそれぞれ追加し、これ

により、各会計を含めた予算総額を１７８億５,９９１万２,０００円とするもの
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であります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の概要につきましては、１３款国庫支出金は、１４３万円の増額でありま

す。これは、障害者自立支援給付費に係る社会福祉費負担金の増額によるもので

あります。 

 １４款県支出金は、５８３万２,０００円の増額であります。これは、障害者

自立支援給付費に係る社会福祉費負担金７１万５,０００円の増額と、三重県地

域支え合い体制づくり事業補助金４４９万円の追加、学力の定着・向上支援事業

委託金５０万円の追加が主なものであります。 

 １５款財産収入は５１６万６,０００円の増額であります。これは尾鷲中学校

第二屋内運動場（武道場）建設に伴い、市有林の試験伐面積が広くなったことに

よる立木売払収入の増額であります。 

 １６款寄附金は、２００万円の増額であります。これは尾鷲総合病院の看護師

育成資金として１名及び１法人から、それぞれ１００万円のご寄附をいただいた

ものであります。なお、この寄附金につきましては、歳出で病院事業会計負担金

として計上しております。 

 １７款繰入金は、１億４,８８３万４,０００円の増額であります。これは、土

地開発基金からの繰入金１億１,８１４万７,０００円と、今回の補正財源として、

財政調整基金から３,０６８万７,０００円を繰り入れるものであります。 

 ２０款市債は、２,３６０万円の増額であります。これは、防犯灯１００基を

停電時対応型ＬＥＤ防犯灯に取りかえる工事請負費に過疎対策事業債を充当する

ものであります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりであります。このうち、主なものにつ

いて、次のページからご説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、議会費では、市議会議員１名が欠員となったことから、議員報酬手当等

で８４６万３,０００円、議会運営経費で２５万円、それぞれ減額するものであ

ります。 

 次に、総務費では、一般管理費の人事管理経費で２７２万６,０００円の増額
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であります。これは、宮城県多賀城市に被災地支援員１８名を派遣する旅費など

であります。総務一般管理経費で８４万３,０００円の増額であります。これは、

高速道路無料化社会実験の廃止による有料道路通行料の増額が主なものでありま

す。 

 財産管理費では、公共施設等基金に１億１,８１４万８,０００円を追加するも

のであります。これは、尾鷲市土地開発基金を廃止し、当該基金に積み立てるも

のであります。 

 防災費では、情報収集及び発信経費で４９万５,０００円の追加であります。

これは、本市に防災危機管理アドバイザーを配置するため、その報償費１８万円

と、市内６８カ所の標高調査業務委託料３１万５,０００円の追加であります。

自主防災組織整備事業で１７０万円の増額であります。これは、避難誘導ハンド

マイクなどの購入費の増額であります。非常時用備品整備事業で６６３

万７,０００円の増額であります。これは、支援物資として提供した毛布などの

非常時用備品を改めて整備するものであります。 

 諸費では、防犯灯整備事業で２,３６８万８,０００円の追加であります。これ

は、現在の防犯灯のうち、１００基を停電時対応型ＬＥＤ防犯灯に取りかえる工

事請負費であります。 

 戸籍住民基本台帳費では、住民基本台帳法及び外国人登録法の改正に伴う住民

基本台帳システム改修業務委託料２,８５６万円の追加であります。 

 民生費では、社会福祉総務費で、紀北広域連合分担金２２４万２,０００円の

増額、障害者福祉費で地域支え合い体制づくり事業２１９万円の追加であります。

これは、要援護者台帳を整備するため、社会保障システム改修業務委託料１８９

万円の追加が主なものであります。自立支援給付事業で２８６万１,０００円の

増額であります。これは、紀北作業所が８月から障害者自立支援法の新しい事業

体系に移行することに伴う増額であります。老人福祉費で地域支え合い体制づく

り事業２３０万円の追加であります。これは、地域住民を中心とした日常的な支

え合いを推進していくための生活介護支援サポーター養成事業委託料２２１

万６,０００円の追加が主なものであります。 

 衛生費では、塵芥収集費で資源ごみ収集運搬業務委託料１,５２２万６,０００

円の減額は、入札結果によるものであります。墓地管理費で４２３万５,０００

円の追加であります。これは、昨年度に実施予定でありました坂場墓地六地蔵移

転工事が、尾鷲北インターチェンジの取付工事の進捗状況により実施できなかっ
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たため、改めて予算計上し、工事を実施するものであります。病院費では、尾鷲

総合病院の看護師育成資金としてご寄附いただいた２００万円を病院事業会計負

担金として支出するものであります。 

 農林水産業費では、管理費（山林事業費）で、８９万８,０００円の増額はＦ

ＳＣ認証監査委託料８０万円の増額が主なものであります。保育費（山林事業

費）で、２９７万１,０００円の増額は尾鷲中学校第二屋内運動場（武道場）建

設に伴う試験伐伐採手数料の増額であります。水産振興費で尾鷲漁業協同組合、

行野浦漁業協同組合、早田漁業協同組合の合併後の基盤強化を図るため、合併漁

協基盤強化支援事業利子補給補助金として１４０万円を交付するものであります。 

 教育費では、事務局費で、県からの受託事業として、国語力の向上を目指した

学力の定着・向上支援事業５０万２,０００円、地域教材（林業・漁業）を通し

て学ぶ、ふるさと三重教育推進事業１０万円の追加であります。 

 また、今回の東日本大震災では、児童の多くが犠牲となった学校がある一方、

防災教育に熱心に取り組んだ結果、児童・生徒の犠牲者をゼロにすることができ

た学校もありました。 

 このことから、本市においても、津波防災教育事業として、津波防災教育カリ

キュラム作成委託料３００万円を追加し、さらに防災教育を推進していくもので

あります。小学校及び中学校の学校管理費並びに幼稚園費では、過日発生しまし

た盗難事件を受け、防犯対策の強化を図るため、防犯カメラ等を整備する経費と

して、小学校費１４５万円、中学校費３２万６,０００円、幼稚園費２０

万８,０００円を追加するものであります。 

 次に、債務負担行為補正であります。 

 事項としましては、地域おこし協力隊事業の車両借上料とコンピューター機器

借上料で、その期間を平成２４年度から平成２６年度まで、限度額をそれぞ

れ１８８万２,０００円と２８万９,０００円とするものであります。 

 次に、企業会計についてご説明いたします。 

 ７ページをごらんください。病院事業会計であります。 

 資本的収入及び支出では、収入で負担金２００万円を増額するものであります。

これは、看護師育成資金として一般会計にご寄附いただいたものを、一般会計か

ら負担金として歳入するものであります。 

 次に、議案第２８号「平成２２年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定によ
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り、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであり、会計管理者から説

明させます。 

議長（中垣克朗議員） 会計管理者。 

〔会計管理者兼出納室長（大倉令資君）登壇〕 

会計管理者兼出納室長（大倉令資君） それでは、議案第２８号「平成２２年度尾鷲

市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」につきまして、お手

元の平成２２年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算主要説明書に基

づき、決算概要をご説明いたします。 

 なお、平成２２年度で尾鷲市老人保健医療事業特別会計が廃止されたことに伴

い、従前どおりの第３回定例会ではなく、本定例会で決算審査をお願いするもの

であります。 

 １ページをごらんください。 

 この表は、平成２２年度老人保健医療事業特別会計決算総括表であります。 

 老人保健医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の１２

万７,０００円に対し、決算額は歳入歳出とも１２万４,７００円で、歳入歳出差

し引き差引残額はゼロ円であります。 

 次に、２ページをごらんください。 

 この表は、平成２２年度老人保健医療事業特別会計実質収支調であります。 

 実質収支額でありますが、翌年度へ繰り越すべき財源かありませんので、歳入

歳出差引額と同額のゼロ円であります。 

 次に、３ページ、４ページをごらんください。 

 この表は、平成２２年度老人保健医療事業特別会計歳入款別決算額調でありま

す。 

 １款支払基金交付金は、収入済額３３４円で、前年度と比較して４１

万１,６６４円の減額であります。この要因は老人保健医療事業が実質的に後期

高齢者医療事業へ移行していることによるものであります。この款以降で減額し

ている要因は同じ理由によるものであります。 

 ２款国庫支出金は、収入済額９万８,１８９円で、前年度と比較して９

万８,１８９円の皆増であります。 

 ３款県支出金は、収入済額２万４,５４７円で、前年度と比較して２

万４,５４７円の皆増であります。 

 ４款繰入金、５款繰越金とも収入済額はありません。 
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 ６款諸収入は収入済額１,６３０円で、前年度と比較して１万４,９７５円の減

額であります。 

 以上、歳入合計は予算現額１２万７,０００円に対し、調定額と収入済額は同

額の１２万４,７００円で、予算に対する収入割合は９８.１％、調定に対する収

入割合は１００％であります。 

 なお、収入済額を前年度と比較しますと２,７３６万２,８８５円の減額で、率

にしまして９９.５％の減少であります。 

 次に、５ページ、６ページをごらんください。 

 この表は、平成２２年度老人保健医療事業特別会計歳出款別決算額調でありま

す。 

 １款総務費、２款医療諸費とも、支出済額はありません。 

 ３款諸支出金は、支出済額１０万５,４１１円で、前年度と比較して２,６８５

万６,５６９円の減額であります。 

 ４款前年度繰上充用金は、支出済額１万９,２８９円であります。前年度繰上

充用金は、平成２１年度において歳出に対して歳入が不足しましたので、地方自

治法施行令第１６６条の２の規定により、平成２２年度の同会計から１

万９,２８９円の繰上充用したものであります。 

 以上、歳出合計は予算現額１２万７,０００円、支出済額は１２万４,７００円

で、前年度と比較して２,７３８万２,１７４円の減額となっております。率にし

まして９９.５％の減少、不用額は２,３００円であります。予算に対する執行割

合は９８.１％であります。 

 次に、７ページをごらんください。 

 この表とグラフは、一般会計からの繰出金額の推移であります。 

 以上、平成２２年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計の歳入歳出決算の概要に

ついてのご説明といたします。 

 また、監査委員の審査意見書、主要施策の成果及び実績報告書等を別途添付し

ておりますので、後ほどご参照ください。 

 なお、内容の詳細につきましては、予算決算常任委員会におきましてご説明い

たしますので、何とぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 
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市長（岩田昭人君） 続きまして、議案第２９号「紀北広域連合規約の変更に関する

協議について」につきましては、紀北作業所等が障害者自立支援法で定められる

事業体系に移行することに伴い、同施設を知的障害者授産施設からら障害者支援

多機能型事業所に変更するものであります。 

 以上をもちまして、「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て」などの７議案の説明とさせていただきます。 

 何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（中垣克朗議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第９、報告第３号「専決処分事項の承認について（平成２２年度尾

鷲市一般会計補正予算第８号）」及び日程第１０、報告第４号「専決処分事項の

承認について（平成２２年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計補正予算第３

号）」の報告２件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告２件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告第３号「専決処分事項の承認について（平

成２２年度尾鷲市一般会計補正予算第８号）」及び報告第４号「専決処分事項の

承認について（平成２２年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計補正予算第３

号）」につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を

行ったものであります。 

 まず、報告第３号「専決処分事項の承認について（平成２２年度尾鷲市一般会

計補正予算第８号）」についてご説明いたします。 

 さきの第１回定例会終了後、歳入で国及び県からの交付金等の交付額の確定、

尾鷲小学校耐震整備事業に係る国庫補助金の追加、尾鷲中学校第二屋内運動場

（武道場）建設に係る森林整備加速化・林業再生基金事業県補助金の追加並びに

それらに伴う市債の減額などであります。歳出では、財政調整基金への積み立て

及び尾鷲北インターチェンジの取付道路の進捗状況により、執行することができ

なかった坂場墓地六地蔵移転事業費の減額などであります。これにより、歳入歳

出に、それぞれ１億３,７３０万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１１１億６,５２７万円とする歳入歳出予算の補正、木造住宅耐震補強事

業、尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業の事業費の確定による繰越明許費補正



－４４－ 

及び人事給与システム借上料、資源ごみ収集運搬業務委託料の確定による債務負

担行為補正並びに借入額の確定に伴う地方債補正であります。 

 次に、報告第４号「専決処分事項の承認について（平成２２年度尾鷲市老人保

健医療事業特別会計補正予算第３号）」についてご説明いたします。 

 当会計につきましては、平成２２年度をもって制度が廃止となることから、専

決処分により整理を行ったものであります。 

 歳入歳出にそれぞれ１３２万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を１２万７,０００円としたものであります。 

議長（中垣克朗議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第９、報告第３号「専決処分事項の承認について（平成２２年度尾鷲市一

般会計補正予算第８号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（中垣克朗議員） 挙手全員。 

 よって、報告第３号は承認されました。 

 次に、日程第１０、報告第４号「専決処分事項の承認について（平成２２年度

尾鷲市老人保健医療事業特別会計補正予算第３号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（中垣克朗議員） 挙手全員。 
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 よって、報告第４号は承認されました。 

 次に、日程第１１、報告第５号「平成２２年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越

計算書について」から日程第１３、報告第７号「財団法人尾鷲文化振興会の平

成２２年度決算及び平成２３年度事業計画等について」までの報告３件を一括議

題といたします。 

 ただいま議題となりました報告３件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告第５号「平成２２年度尾鷲市一般会計繰越明許

費繰越計算書について」につきましては、平成２２年度尾鷲市一般会計予算の繰

越明許費について、翌年度への繰越額及び財源内訳を地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定に基づき、ご報告するものであります。 

 次に、報告第６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２２年度決算及び平成２３

年度事業計画等について」、報告第７号「財団法人尾鷲文化振興会の平成２２年

度決算及び平成２３年度事業計画等について」につきましては、副市長と生涯学

習課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（中垣克朗議員） 副市長。 

〔副市長（横田浩一君）登壇〕 

副市長（横田浩一君） それでは、報告第６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２２

年度決算及び平成２３年度事業計画等について」ご説明いたします。 

 この報告は、地方自治法２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものであ

ります。 

 最初に、平成２２年度事業報告及び決算についてご説明いたします。 

 平成２２年度事業報告及び決算の１ページをごらんください。 

 事業報告書でありますが、１の用地取得事業は実施しておりません。 

 ２の用地売却事業でありますが、平成２２年７月９日の都市計画道路の廃止に

伴い、都市計画道路用地として先行取得をしている中央町用地の一部の売却の見

込みが立ったため、不動産鑑定を行いました。 

 ３のその他（１）、用地管理、（２）庶務事項につきましては、記載のとおりで

あります。 

 次に、決算についてご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 



－４６－ 

 正味財産増減計算書であります。 

 １の経常増減の部の、①基本財産運用益から④雑収益までの経常収益は４６３

万１,３８７円で、内訳といたしまして基本財産運用益の基本財産受取利

息６,６２４円は、基本財産である引当預金及び定期預金利息であります。 

 基本財産受取配当金１,１００円は、投資有価証券の配当金であります。 

 受取補助金等の受取尾鷲市補助金３７８万６４８円は、駅前広場用地等先行取

得している借入金の利息分であります。 

 土地使用料収入８４万１,７１４円は、瀬木山用地の一部の貸付収入１２万円

と、駐車場用地として貸し付けております中央町用地の７１万９,４６４円等で

あります。 

 雑収益は、普通預金利息の１,３０１円であります。 

 次に、経常費用であります。 

 ①管理費の役員報酬支出から雑費までの経常費用は４６１万４,６３８円で、

内訳は役員報酬支出が３万９,６００円、建物減価償却費３４万２,０００円は、

本庁舎南棟別館の減価償却であります。 

 租税公課２万円は法人県民税、支払負担金１３万２,０００円は、公益法人協

会会費、支払利息３７８万６４８円につきましては、長期借入金の支払い利息で

あります。 

 雑費３０万３９０円は、中央町用地不動産鑑定手数料及び借入金の借りかえに

伴う印紙税等であります。 

 経常収益合計４６３万１,３８７円から経常費用合計４６１万４,６３８円を差

し引いた額、１万６,７４９円が当期経常増減額であります。 

 次に、２の経常外増減の部でありますが、記載のように収益、費用とも動きが

ありませんでした。 

 したがいまして、当期一般正味財産増減額は１万６,７４９円となり、期首残

高３７１万９,０９１円に当期の増減額を加えた額が一般正味財産期末残高

の３７３万５,８４１円であります。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 

 資産の部であります。 

 １の流動資産といたしまして、普通預金が３６６万３,２４０円、２の固定資

産は、（１）基本財産として建物から定期預金までの１,９４８万５,０００円と

（２）その他の固定資産の土地３億７,０５８万７,６００円を合計した資産合計
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は３億９,３７３万５,８４０円であります。 

 次に、負債の部であります。 

 負債合計は、１の固定負債の長期借入金が３億９,０００万円で、資産合計３

億９,３７３万５,８４０円から負債合計３億９,０００万円を差し引いた

額３７３万５,８４０円が正味財産となり、負債及び正味財産合計と資産合計額

が一致するものであります。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でありますが、１の重要な会計方

針、２の基本財産及び特定資産の増減額及びその残高等を記載しております。 

 次に、５ページの財産目録をごらんください。 

 先ほどご説明いたしました貸借対照表の詳細であります。 

 １の流動資産の現金預金は普通預金として、百五銀行から東海労働金庫までの

金融機関に合計で３６６万３,２４０円を預け入れしております。２の事業資産

の土地につきましては、３カ所の台帳価格３億７,０５８万７,６００円でありま

す。 

 次に、３の固定資産の基本財産でありますが、建物で９６３万４,４８０円と

減価償却引当預金９３６万５,５２０円、投資有価証券が合わせて４万５,０００

円、定期預金が４４万円、固定資産合計は１,９４８万５,０００円となり、資産

合計は３億９,３７３万５,８４０円であります。 

 また、負債の部では、１の固定負債といたしまして、伊勢農業協同組合に３

億９,０００万円の長期借入金があり、資産合計３億９,３７３万５,８４０円か

ら負債合計３億９,０００万円を差し引いた正味財産は３７３万５,８４０円とな

り、貸借対照表と同額となります。 

 次に、６ページをごらんください。 

 当公社が所有する期首の土地３カ所の用地につきましては、当期の増加、減少

がなかったため、期首と同額であります。 

 したがいまして、地積は５,６８６.６７平方メートル、価格で３億７,０５８

万７,６００円であります。 

 次のページは、監事による監査報告書であります。 

 続きまして、平成２３年度事業計画及び予算についてご説明いたします。 

 １ページの事業計画書をごらんください。 

 １の用地取得計画はありません。２の用地売却計画につきましては、中央町用

地の売却を見込んでおります。通常の業務といたしましては、３のその他（１）
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用地管理と（２）庶務事項であります。 

 次に、２ページの正味財産増減計算書をごらんください。 

 記載のうち、当年度予算額のご説明をいたします。 

 １の経常増減の部といたしましては、①基本財産運用益から④雑収益までの経

常収益は、３４８万４,２００円で、主なものといたしましては、受取補助金等

の３１２万円で、尾鷲市からの補助金であります。使用料収入、土地使用料収

入３５万６,２００円は、公社所有地貸付収入であります。 

 次に、経常費用は、役員報酬から雑費までの管理費４５５万５,０００円で、

内訳といたしましては、役員報酬支出が４万円、建物減価償却費３４

万２,０００円、租税公課２万円、支払負担金１３万２,０００円は公益法人協会

費当の負担金、支払利息３１２万円は、長期借入金の利息であります。 

 雑費９０万１,０００円は、都市計画道路廃止に伴う整理のための用地測量委

託料等であります。 

 ２の経常外増減の部は、本年度収支がありません。 

 したがいまして、経常収益から経常費用を差し引いた額、マイナス１０７

万８００円が当期一般正味財産増減額となり、これに一般正味財産期首残

高３７３万５,８４０円を加えた２６６万５,０４０円が一般正味財産期末残高で

あります。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 

 資産の部であります。 

 １の流動資産では、現金預金といたしまして、普通預金が中央町用地の売却見

込み収入を含む３,１３３万７９５円、２の固定資産は、（１）の基本財産として

建物から定期預金までの１,９４８万５,０００円と（２）のその他の固定資産の

土地が３億４,１８４万９,２４５円で、資産合計は３億９,２６６万５,０４０円

であります。 

 次に、負債の部であります。 

 負債合計は、１の固定負債の長期借入金３億９,０００万円であります。 

 正味財産は、資産合計から負債合計を差し引いた額２６６万５,０４０円で、

下段の負債及び正味財産合計は資産合計と一致しております。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でありますが、記載のとおりでありま

す。 

 次に、５ページの事業用土地の内訳書でありますが、中央町用地につきまして
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は、期首地積７１６.１５０平米のうち、４１２.３１５平米を売却見込みとして

おり、期末地積は３０３.８３５平米になる見込みであります。その他２カ所の

用地は、平成２３年度中の売却見込みはありません。 

 以上をもちまして、報告第６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２２年度決算

及び平成２３年度事業計画等について」のご説明とさせていただきます。 

議長（中垣克朗議員） 生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（中野誠君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（中野誠君） それでは、報告第７号「財団法人尾鷲文化

振興会の平成２２年度決算及び平成２３年度事業計画等について」ご説明いたし

ます。 

 平成２２年度事業報告及び決算の１ページをごらんください。 

 財団法人尾鷲文化振興会の概要であります。 

 ここには設立目的、基本財産、事業内容、役員構成が記載されており、これに

基づき運営しております。 

 次に、２ページ、３ページをごらんください。 

 平成２２年度事業報告につきましては、理事会を３回開催しております。 

 また、運営委員会を４回開催して、自主事業の実施の検討を行っております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 文化会館の管理運営の状況であります。 

 来館者数につきましては、下段の表のとおり、合計２万７,１６６人、昨年度

と比べ８,２３０人の減となっております。 

 大ホールが１万５７１人減でありますが、これは尾鷲節コンクールの中止が主

な原因と思われます。 

 小ホールには２,３４１人の増となっております。 

 次に、５ページの催しもの別利用状況はごらんのとおりであります。 

 次に、６ページ、７ページをごらんください。 

 これは、本振興会が主催した事業であります。 

 コンサートなど３回、映画が５回、せぎやま倶楽部の発表が２回、それに平

成２２年度は舞台スタッフの育成の目的で、初心者講習会と修了イベントを行い、

計１２回の事業を実施しております。 

 次に、８ページの収支決算書をごらんください。 

 まず、収入の部で、基本財産運用収入が３万３,０００円、これは定期預金利
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息収入であります。 

 事業収入として、自主事業による入場料等収入が２１８万９,６１１円、刊行

物等販売収入が３０万７,８３１円、これは自販機売りさばき及び物品販売手数

料であります。 

 貸し館利用収入が７１９万３,０９０円で、合計９６９万５３２円となってお

ります。 

 雑収入は、公衆電話通話料等の９,６９０円であります。 

 管理受託収入が４,９５０万円、これは尾鷲市との委託契約に基づく収入であ

ります。 

 前期繰越金が２９万４,１３４円となり、説明欄に記載のとおり、事業費繰越

金２６万５５０円は事業費として積み立てており、管理費繰越金３万３,５８４

円は補正予算に計上し、光熱水費等に充当しております。 

 以上、収入合計は５,９５２万７,３５６円であります。 

 次に、９ページの支出の部の事業費をごらんください。 

 これは自主事業に係る経費であります。 

 決算額の欄をごらんください。 

 このうち、主なものとして印刷製本費は６５万２,５２５円で、チケット、ポ

スター等の印刷代、賃借料１４９万１２５円、これは映画フィルム等であります。 

 委託費の６７２万円は、自主事業の委託料であります。 

 宣伝広告費の４７万９,８７５円は、新聞広告掲載料等であります。 

 以上、事業費合計が９８６万３,５０７円であります。 

 次に、１０ページの管理費をごらんください。 

 この費用は、会館の維持管理に係る経費であります。 

 主なものは、職員１名の給料手当として６５８万４,５１５円、嘱託職員４名

の臨時雇用賃金が９２２万８,１５７円、光熱水費は１,０８０万１,８１４円、

会館設備保守点検の委託費は１,４２１万４１８円、決算額合計が４,８２８

万５,８４１円であります。 

 なお、未払金につきましての詳細は１２ページでご説明いたします。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 特定預金支出であります。 

 退職手当積立預金支出の７２万６,５３４円は、職員１名分の退職金積み立て

の経費であります。 
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 支出額合計は５,９２１万８８１円、収入から支出を差し引きますと、収支差

額が３１万６,４７５円であります。 

 また、法人税等が２４万２,１００円、収支差額から差し引いた７万４,３７５

円が次年度への繰越金となります。 

 次に、１２ページをごらんください。 

 未払金、未払消費税等の内訳であります。 

 内訳は明細のとおりですが、未払金４２万５５１円、消費税等７２

万７,４００円はすべて支払い済みであります。 

 次に、１３ページをごらんください。 

 貸借対照表であります。 

 資産の部は、ごらんのとおりで、流動資産と固定資産を合わせて４,７０３

万１,５１２円であります。 

 負債の部では、負債合計は８５８万２,８４４円となり、資産合計から負債合

計を差し引いた額が正味財産として３,８４４万８,６６８円であります。 

 次に、１４ページ、１５ページをごらんください。 

 正味財産増減計算書であります。 

 まず、経常増減の部でありますが、基本財産運用益３万３,０００円、事業収

益９６９万５３２円、雑収益９,６９０円、管理受託収益４,９５０万円で、経常

収益が５,９２３万３,２２２円であります。 

 経常費用は、事業費計９８６万３,５０７円に、１５ページの管理費

計４,９６７万３,４１７円を加えた経常費用計が５,９５３万６,９２４円で、当

期経常増減額はマイナス３０万３,７０２円であります。 

 当期経常増減額マイナス３０万３,７０２円に、一般正味財産期首残

高３,８７５万２,３７０円を加えますと、正味財産期末残高は３,８４４

万８,６６８円であります。 

 次に、１６ページをごらんください。 

 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳であります。 

 基本財産の定期預貯金３,０００万円は、ごらんの銀行に預貯金されておりま

す。特定資金の普通預金は１,４２７万３,４７１円で、当期末残高合計

は４,４２７万３,４７１円であります。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高の内訳であります。 
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 プロジェクターを購入したため、什器備品がふえておりますが、規定により次

年度からの減価償却となっております。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 財産目録であります。資産の部で、流動資産として、普通預金が１３８

万３,２６６円、固定資産として基本財産の３,０００万円と特定資金１,４２７

万３,４７１円、その他固定資産１３７万４,７７５円の固定資産合計

は４,５６４万８,２４６円で、資産合計は４,７０３万１,５１２円であります。 

 負債の部では、流動負債として、未払金等の合計が１３０万８,８９１円、固

定負債として、退職給与引当金７２７万３,９５３円、負債合計は８５８

万２,８４４円であります。資産合計から負債合計を差し引いた正味財産

は、３,８４４万８,６６８円であります。 

 １９ページから２１ページは、先ほどご説明いたしました収支決算書を「公益

法人会計における内部管理事項について」に示された様式で表記したものであり

ます。 

 次に、２２ページをごらんください。 

 収支計算書に対する注記でございます。ごらんのとおりであります。 

 次に、２３ページをごらんください。 

 ５月１８日に実施しました監査報告書であります。 

 続きまして、平成２３年度事業計画及び予算についてご説明いたします。 

 １ページをごらんください。 

 平成２３年度の基本方針はごらんのとおりであります。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 平成２３年度事業計画でありますが、理事会の開催予定及び運営委員会の開催

予定をそれぞれ記載しております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 自主事業計画であります。 

 次に、５ページをごらんください。 

 収支予算書であります。 

 まず、収入の部ですが、基本財産運用収入が定期預貯金利息の３万円、事業収

入として１,１５５万円であります。 

 管理受託収入が４,９１２万４,０００円、これは尾鷲市との委託契約に基づく

収入であります。 
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 収入合計は６,０７１万１,０００円であります。 

 次に、６ページをごらんください。 

 支出の部、事業費であります。 

 これは、本振興会が実施します自主事業に係る経費であります。 

 このうち、主なものは、賃借料が１７３万９,０００円、委託費が７３２万円

であり、予算合計は１,１５５万５,０００円であります。 

 次に、７ページをごらんください。 

 管理費であります。 

 これは会館の維持管理に要する経費であります。 

 そのうち、主なものは、給料手当が６９３万１,０００円、福利厚生費

が２４０万７,０００円、臨時雇用賃金が４名分で９５１万７,０００円の計上で

あります。 

 光熱水費として１,０４４万５,０００円、会館の保守管理業務として委託費

が１,３９３万８,０００円、合計が４,８５６万１,０００円で、前年度と比

べ３０万２,０００円の減であります。 

 次に、８ページをごらんください。 

 特定預金支出であります。 

 合計で５９万５,０００円で、支出合計は６,０７１万１,０００円であります。 

 ９ページから１３ページは、「公益法人会計基準」で表記したものであ

り、１４ページから１６ページは、「公益法人会計における内部管理事項につい

て」に示された３区分の様式で表記したものであります。 

 以上をもちまして、報告第７号「財団法人尾鷲文化振興会の平成２２年度決算

及び平成２３年度事業計画等について」のご説明とさせていただきます。 

議長（中垣克朗議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

 ７番、南靖久議員。 

７番（南靖久議員） 簡単というか、初歩的な、ちょっと恥ずかしい質問なんですけ

ど、報告第７号の財団法人尾鷲文化振興会の平成２２年度の決算の中から、単純

なことをお聞きさせていただきます。 

 この１２ページ、その他の内訳ということで、未払金の中で、３月分時間外勤
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務手当ということで、１３万９,５６２円上がってますね、これ。これは３月分

の残業手当ということで理解できるんですけども、通常の、３月以外の残業手当

というんですか、それが明記されてないと思うんですね。例えば、１９ページの

中の、管理費手当の中で一括して入ってるのかなというような思いがするんです

けども、わかりますか、１９ページの管理費の中で。といった中で、もしわかっ

ておれば教えていただきたいのと、できたら、給与明細書を決算時だけつけてい

ただければ、一番よくわかるんじゃないかなというような思いがいたしておりま

すので、それだけ１点、残業手当についての１点だけお聞きをいたします。 

議長（中垣克朗議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長（中野誠君） 今ちょっと、明細な資料を手持ちに持って

おりません。ごめんなさい。後日報告という格好でもよろしいでしょうか。 

議長（中垣克朗議員） ７番、南靖久議員。 

７番（南靖久議員） 明細な資料を持ってないということなんですけども、２２年度

の決算報告をするということは、やはりそれなりの資料は構えて、初歩的なこと

ですのでね、後で、資料はよろしいですけども、できたら、給与明細についても、

もうぴちっと明記していただければ、親切かなというような思いがいたしますの

で、後日で結構でございます。 

 終わります。 

議長（中垣克朗議員） 他にございませんか。 

８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 報告第６号について、新年度では、中央町の用地売却事業が

入っているわけですが、かつて、開発公社においては、土地ではやってはいけな

い、簿価調整というか、帳簿価格を変えたということがあるんですけど、基本的

に、有価証券ではなくて、土地に関しては、手放すときに、求めたときの値と、

放すときの値をあらわすのが本来だと思うんですけど、新年度の５ページを見て

いただくと、４１２.３１５平米が２,８７３万８,３５５円の、一応売却予定額

だと思うんですけどね、ところが、残ったのが３０３.８３５平米で、５,６９８

万２,４５４円となって、地積の少ないほうが金額が高いというところ、この帳

簿処理については、ちょっと当該年度に売却損を出すべきではないんですか。本

格的な複式簿記を使ってないので、どこまでその処理がいいのかということが、

ちょっとよくわかりませんが、商業簿記法でいえば、当該年度に売却損が出る、

と思うんです、この残高からいったら。そのあたりはどうなってるんでしょうか。 
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議長（中垣克朗議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 三鬼和昭議員の質問ですけれども、確かに、当期減少、期

末残を比べますと、そういうことになります。ただ、当該年度による、複式簿記

云々の部分ですけども、まだ残地が残っておりますので、そのときに調整をいた

したいというふうに思っております。 

議長（中垣克朗議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 正式な商業簿記を使われるのかどうかというのは、私もちょ

っとその辺があれなんですけど、それで、その処理の方法でいいわけでしょうか

ね。副市長、いいんでしょうかね。県なんかでも、かなりそういったのを扱って

おられると思うんですけど、発生時点でされるのがそうではないかなと思ってま

すが、この財務諸表には、損益計算書等もきちっと明記してあるのは、そういっ

た書類ではないので、ちょっとこれ見ていて、当該年度にすべきではないかなと

感じましたので、その辺だけ、きちっと説明していただければ、結構だと思いま

すので。 

議長（中垣克朗議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） 土地の単価につきましては、簿価時点、それから売却時点、

それぞれ単価が違いますので、このような数字になってきておるわけでございま

すけども、諸表上の整理につきましては、再確認をさせてもらった上で、改める

べきところがあれば、公社のほうに対して指示もさせていただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） わかりました。確認とっていただいて、こういった処理でい

いのであれば、最終的に、というのはですね、たしかここ数年のうちに、この法

人のあり方も変えなくてはいけないということがあろうかと思うんですね。これ

について、この考え方からいいますと、本来は土地の価格と固定負債、いわゆる

長期借入金が余り変わりませんから、帳簿価格で土地が処分できれば、そんなに

苦労はしませんが、放せないところとか、いろいろあって、抜本的には行政側か

らその長期負債を賄わなくては、何ともならんのじゃないかなと思うんですけど、

開発公社の方向性ですね、どのようなことでご検討されておるのかということを

あわせまして、ちょっと説明していただくということをお願いしまして、質疑を

終わりたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） 今後の開発公社の方向性でございますけども、平成２０
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年１２月に公益法人の改正３法が施行されまして、そこでは、今後５年間、つま

り平成２５年１１月いっぱいまでに、その公社の方向性を定めると。というのは、

一般財団か、それから公益かという二者選択になります。さらに、そこで、その

選択がとれない場合は解散ということもございます。 

 今、この公社の役割を考えた中で、先行取得という役割は、非常に薄くなって

おりますので、解散というところも、念頭に入れつつ整理をさせていただきたい

と思います。 

議長（中垣克朗議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 議題の件は、報告でありますので、これをもって終結いたします。 

 次に、日程第１４、選挙第６号「尾鷲市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙

について」を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（中垣克朗議員） 本件につきましては、ただいま朗読のとおり、選挙管理委員

会委員及び補充員の任期が、来る７月３日をもって満了となりますので、地方自

治法第１８２条第１項及び第２項の規定により、議会において選挙管理委員会委

員及び補充員をそれぞれ選挙することになっております。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項により、投票にかえて指名推選の

方法を用いることができることになっております。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、指名推選によることに決定いたしました。 

 次に、指名の方法についてをお諮りいたします。 

 指名につきましては、議長において指名いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（中垣克朗議員） 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、指名いたします。 

 選挙管理委員会委員には、松永洋一さん、川口京子さん、加藤大雄さん、日冨

祥子さん、以上４名を、補充員には、加藤一至さん、塩津史子さん、田中繁勝さ

ん、濱野京子さん、以上４名の方々を当選人と定めたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、以上のとおり決定いたしました。 

 なお、委員中に欠員が生じました際の補充員からの繰り上げの順序は、ただい

ま発表いたしました順序によることといたしますのでご了承願いたいと思います。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、あす７日火曜日から９日木曜日までを休

会とし、１０日金曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いい

たします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時３６分〕 
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